
■滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例（琵琶湖ルール①～③）に基づき、琵琶湖における
プレジャーボートの適正な利用を推進するとともに、近年の利用状況に鑑み、違反行為について監視・
取締の体制を強化している。

ルール３

プレジャーボートの
適合証の表示義務

※平成24年10月～

ルール４

外来魚の
リリース禁止

※平成15年４月～

従来型２サイクル
エンジンの使用禁止

※平成23年４月～
完全実施

ルール2

プレジャーボートの
航行規制水域での

航行禁止

※平成15年４月～

ルール1

令和元年度 プレジャーボートの違反行為に対する指導・警告、停止命令について

従来型２サイクルエンジンの使用禁止違反について

■琵琶湖での従来型２サイクルエンジン艇の使用は近年みられず、令和元年度においても航行を確認してい
ない。

（～平成28年度）
湖上：監視船
陸上：陸上監視員

２班

監視・取締における取締体制の強化について

（平成29年度～）
湖上：監視船、水上オートバイ
陸上：陸上監視員

3班

■平成29年度 ４件
（平成19年度以来10年ぶり）

■平成30年度 ４件

航行規制水域での
悪質な違反航行に
対し、停止命令書を
交付

■令和元年度は、５月から10月末にかけて連休や夏季シーズンの日曜日を中心に25回監視船による監視・
取締を実施した。プレジャーボート利用者が特に多い７月、８月の日曜日においては、水上オートバイを借
用し、３班体制（陸上監視員は２班体制）とすることで、監視・取締を実施した。

■水鳥の営巣地保全水域では、水鳥の飛来に合わせ、11月に漁船を借用し、監視を行った。

■航行規制水域違反者に対する指導・警告数は109 件であった。

適合証の表示義務違反について

■近年、適合証の表示義務は利用者に浸透しており、令和元年度は適合証非表示艇はほとんど確認していな
い。

関係機関との合同啓発について

①７月14日（日）彦根市松原地区（矢倉川河口部スロープ付近および湖岸緑地松原）における合同啓発
参加機関：滋賀県（流域政策局、都市計画課、琵琶湖保全再生課）、彦根市、地元自治会等

②９月15日（日）近江舞子南浜から北比良における合同啓発
参加機関：ＰＷＣ安全協会
③８月11日（日）、８月25日（日）近江舞子南浜から北比良における合同啓発
参加機関：日本小型船舶検査機構
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○航行規制水域の違反行為に対する指導・警告数

令和元年度航行規制水域の違反行為に対する指導・警告について

柳が崎 蓬莱・
八屋
戸・
松の浦

北比良・
近江舞子
・北小松

彦根 吉川 赤野井 湖北 その他 合計

５月 ０ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ １
６月 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

７月 ０ ０ １８ ０ ０ ０ ０ ０ １８
８月 ０ ６ ４０(３８) ０ １ ０ ０ １ ４８(３８)
９月 ０ １ ３ ０ ０ ０ ０ ０ ４
１０月 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
１１月 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
合計 ０ ７ ６２(３８) ０ １ ０ ０ １ ７１(３８)

（）内の数字は水上オートバイによる指導・警告件数


